


主な農業制度資金の御案内
資　金　名 制　度　の　内　容 利用いただける方

農業近代化資金※１

青 年 等 就 農 資 金

農業経営負担軽減
支援資金※２

農 業 改 良 資 金

経営体育成強化資金

農業経営改善促進資金
（スーパーS資金）

農業経営基盤強化資金
（スーパー L資金）

農 林 漁 業
セーフティネット資金

認定農業者に
係る特例

　上記のうち、経営改善計画を達成するた
めに必要な資金

　新たに農業経営を開始する際の施設の設
置、機械の購入等に必要な資金

　農業経営の改善に必要な設備資金（農地、
施設、機械等の取得）、家畜・果樹等の経
営費、負債整理

　生産・加工・販売の新部門の開始など新た
な取組に必要な資金

　農業経営の改善のための前向き投資およ
び既往負債の償還負担軽減資金

　災害や社会的・経済的な環境変化などに
よる被害・影響に対する農業経営の維持に
必要な資金

　農業の経営改善の取組に必要な短期運転
資金

　償還負担軽減のための営農負債の借換え
に必要な資金

　農業経営の改善のために必要な長期資金 主業農業者等

上記のうち
認定農業者

認定農業者

主業農業者

認定新規就農者

認定農業者

農商工連携促進法
や六次産業化法の
認定者等

主業農業者等

主業農業者等

国の被災農業者等対策    
（★１） 貸付当初５年間実質無利子化（上限２％まで）    
（★２） 農業信用基金協会の債務保証に係る保証料を保証当初５年間免除    
（★３） 実質無担保・無保証人    
    
※１  令和元年４月から農業を営む個人の方も利用できるようになりました。    
　　  令和元年 11月から借入申込時期の制限を撤廃しました。    
　　  令和２年４月から資金使途の拡充、貸付限度額の引上げ等を行いました。    
※２  令和３年７月から新設。

農業制度資金の申請書はこちらを御覧ください。

■ 主な農業制度資金の御案内



貸付金利 貸　付　限　度　額 融資率 融資機関償還期間
（据置期間）（以内）

（令和７年10月21日現在）

２.１０%
※３・４・６・７

８０～
１００%

─

─

─

─

─

１００%

１００%

１００%

２.１０%
★１

1.25～1.85%
★１

１.９０%

無利子

無利子

1.25～1.85%
※４・５・６・７

★１

1.25～2.10%
※７
★１

個  人：１,８００万円
法  人、団体等：2億円

資金使途に応じ
７～１８年

（うち２～７年）

１年
（極度額の範囲で５
年間借換えが可能）

１７年
（うち５年）

１０年
（うち３年）
特例１５年

２５年
（うち１０年）

２５年
（うち３年）

１２年
（うち資金使途に
応じて3～ 5 年）

１５年
（うち３年）

日本政策　　
金融公庫

日本政策　　
金融公庫

日本政策　
金融公庫

日本政策　　
金融公庫

農協等
★２
★３

農協等
★２
★３

農協等

日本政策　　
金融公庫

個  人：　５００万円
法  人：２,０００万円
　　       （極度貸付）

個  人：     　５,０００万円   　　
法  人：1億５,０００万円

①前向き投資：負担額の８０％
②再 建 整 備：個人　１,０００万円
　           （特認１,７５０万円、特定２,５００万円）
　　　　　　　     法人　４,０００万円
③償還円滑化：経営改善計画期間中の５年
　 　　　　　    （特に必要な場合は１０年） 
                       間で償還すべき金額の合計
④事業再生支援：負担額の１００％
　※ただし、①～④の借入総額が
  　 個人１億５,０００万円、法人５億円以内

一  般：６００万円以内
特  認：年間経営費等の６/12 以内
【ウクライナ情勢・原油価格上昇等に係る特例措置】
（通常とは別枠）
一般：６００万円以内
特認：年間経営費等の６/12 以内

個  人：  　3億円（特認６億円）
法  人：１０億円（特認２０億円
　　　　　　　　[一定の場合３０億円]）

３,７００万円（特認１億円）

２.１０%
※３
★１

営農負債額

※3  県の利子補給後の利率。
※4  J Aバンクから追加の利子補給あり。（一定の要件あり） 
※5  県および国の利子助成機関である (公財 ) 農林水産長期金融協会からの利子助成後の利率。
※6  目標地図に位置付けられた者、または農地中間管理機構から農用地等を借り受けた認定農業者等に対しては、(公財)農林水産長期金融
　　 協会から貸付当初５年間のみ上限２％まで利子助成。 
　　（融資枠、助成期間に上限あり） 
※7  目標地図に位置付けられた者、または農地中間管理機構から農用地等を借り受けた認定農業者等であって、包括的・先進的ＴＰＰ協定、
　　 日ＥＵ経済連携協定、日米貿易協定、日英包括的経済連携協定および地域的な包括的経済連携協定による経営環境変化に対応して、新
　　 たに規模拡大、農産物輸出等の攻めの経営展開を行う計画（経営展開計画）を作成し、その計画の実行により経営改善が見込まれる農
　　 業者については、(公財)農林水産長期金融協会から貸付当初５年間のみ上限２％まで利子助成。（融資枠に上限あり）

１

事業
※ただ
個人

般



途   使   の   金   資類種の金資

途   使   の   金   資類種の金資

途   使   の   金   資類種の金資

○ 認定農業者に係る特例

畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通または加工に必要な
施設の改良、造成または取得に要する資金
（農地または牧野のみの改良、造成または取得に要するものを除く。）

１　建構築物等造成資金

２　果樹等植栽育成資金 果樹その他の永年性植物の植栽または育成に要する資金

　　認定農業者が農業近代化資金を利用する場合、スーパーＬ資金並みの低金利で融資が受けられる
　制度です。 

３　家畜購入育成資金 乳牛その他の家畜の購入または育成に要する資金

４　小土地改良資金 事業費１,８００万円を超えない規模の農地または牧野の改良、造成または
復旧に要する資金

５　長期運転資金 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従
事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金

農業近代化資金の認定
農業者に係る特例 農業近代化資金の対象となる資金

農業経営改善促進資金
（スーパーＳ資金）

経営改善の取組に必要な、種苗代、肥料代、飼料代、家畜の購入費、
修繕費、地代（賃借料）、技術習得費、市場開拓費等の短期運転資金

■ 農業近代化資金の御案内

■ スーパーＳ資金の御案内

途   使   の   金   資類種の金資

農業経営負担軽減
支援資金

償還負担軽減のための営農負債の借換えに必要な資金

■ 農業経営負担軽減支援資金の御案内　

農業近代化資金の御案内

スーパーＳ資金の御案内

農業経営負担軽減支援資金の御案内　



貸付の相手方 申　請　時　に　必　要　な　書　類　等

貸付の相手方 申　請　時　に　必　要　な　書　類　等

貸付の相手方 申　請　時　に　必　要　な　書　類　等

○借入申込希望書兼経営改善資金計画書　○借入申込書
○借入申込書兼債務保証委託申込書（機関保証を希望する場合）
○法人・団体の概要（法人・団体）　○試算表（法人・団体）
○決算書（法人・団体）　○業務報告書（法人・団体）
○定款、規約（法人・団体）　○議事録（法人・団体）
○見積書　○設計書　○カタログ等

上記に加え、 ○農業経営改善計画書および同認定書の写し

農業を営む個人、法人、
団体等

認定農業者

○資金利用申込書兼借入申込書　
○農業経営改善計画書および同認定書の写し

認定農業者

貸付の相手方 申　請　時　に　必　要　な　書　類　等

○経営改善計画書　○借入申込書農業者（個人、法人）



■ 日本政策金融公庫資金の御案内
途   使   の   金   資類種の金資

青年等就農計画の達成に必要な施設・機械の取得、家畜購入費、各種修繕費、農地
の借地料やリース料などの一括前払い、創立費・開業費など青 年 等 就 農 資 金  

農業経営の改善のための前向き投資および既往負債の償還負担軽減資金経営体育成強化資金

不慮の災害、経営環境の変化等に対する経営の維持安定に必要な資金

アグリビジネス強化（スーパーＷ）
　認定農業者が新たに法人を設立し、流通・加工業を行う場合に必要となる資金

共同利用施設
　農林水産物の生産、流通、加工、販売に必要な共同利用施設およびその他共同利
用施設の改良、造成、復旧または取得

農 林 漁 業
セーフティネット資金 

農地、牧野の新設・改良・造成、災害復旧農業基盤整備資金

農地、牧野の新設・改良・造成
（ただし、経営体育成促進事業として採択されたもの）

担 い 手 育 成
農 地 集 積 資 金

農林漁業
施設資金
（主なもの）

主務大臣
指定

共同利用
施設

農地の取得・改良、農業用施設・機械の取得、農産物の加工・流通施設の取得改良、
借地権の取得、家畜・果樹等の導入、自らの経営に密接に関係する海外現地法人に
対する貸付金、負債整理（制度資金に関する場合を除く）等の農業経営改善計画の
達成に必要な長期資金

農業経営基盤強化資金 
（ ス ー パ ーＬ資 金 ）

（農業者向け）
農業改良措置を行うために必要な
　・施設の改良、造成または取得に必要な資金
　・永年性植物の植栽または育成に必要な資金
　・家畜の購入または育成に必要な資金
　・農地または採草放牧地の排水改良、土壌改良その他作付条件の整備に必要な資金
　・農機具、運搬用機具等について、賃借権取得のための借賃全額の一時払いに必要
　　な資金
　・品種の転換を行うのに必要な資金
　   など

（食品加工・流通事業者向け）
・米穀新用途利用促進法による生産製造連携事業計画や六次産業化法による総合化
　事業計画に基づく農業経営に必要な施設の設置、加工・販売施設の改良、造成ま
　たは取得に必要な資金

農 業 改 良 資 金  

日本政策金融公庫資金の御案内



貸付の相手方

担い手農業者向け

資金ごとに異なりますが、代表的なものをあげると次のとおり
です。
○借入申込希望書兼経営改善資金計画書（農業改良資金に
　あっては農業改良措置に関する計画を含む）
○貸付対象者としての要件を確認できる書類（農業経営改
　善計画書とその認定書、青年等就農計画とその認定書な
　ど）　　　
○過去 3か年分の青色申告書等収支実績、資産内容がわか
　るもの
○既往の借入金の残高、返済条件がわかるもの
○土地家屋評価証明書（市町が発行するもの）

[借入申込みに必要な書類 ]
審査や特別融資制度推進会議による認定など、所要の手続
を経た後、借入申込みになります。借入申込みに必要な書
類は所定の借入申込書のほか、資金ごとに異なります。

詳しくは日本政策金融公庫にお問い合わせください。

認定新規就農者
（市町長により青年等就農計画の認定を受けた
者）

認定農業者
（市町長により農業経営改善計画の認定を受け
た者）

・農林漁業バイオ燃料法による生産製造連携事
　業計画の認定を受けた農業者など
・米穀新用途利用促進法による生産製造連携事
　業計画の認定を受けた生産者など
・六次産業化法による総合化事業計画の認定を
　受けた農業者など
・みどりの食料システム法による環境負荷低減
　事業活動実施計画等の認定を受けた農業者な
　ど

・米穀新用途利用促進法第５条第３項に規定す
　る認定生産製造連携事業計画の認定を受けた
　認定製造事業者など

・農業を営む個人および法人・団体

・認定農業者や認定新規就農者など農業を営む
　個人、法人
・一定の要件を満たす団体

○借入申込書　○経営安定計画　○最近３か年の決算書類
○登記簿謄本および定款（法人の場合） ○被害について
の市町長の証明書（罹災証明書、ただし被害を受けた経営
の再建に使用する場合）

様同と」け向者業農手い担「記上人法たし立設が者業農定認

農協、農協連、土地改良区、土改連、一定の要
件を満たす法人など

○借入申込書　○登記簿謄本および定款　○最近３か年の
決算書類　○事業内容がわかるもの（設計書、見積書、そ
の他契約書類、施設の配置図など）
など

土地改良区、土改連、農協、農協連、一定の要
件を満たす法人など

○借入申込書　○収支予算書、借入議決書、議事録　○最
近会計年度の収支決算書、財産目録、事業報告書　○貸付
対象事業調書、選認定通知書（選認定事業の場合）　○計
画一般図　○定款、その他規程類　○県営事業で市町経由
で分担金を納入する場合は当該市町の分担金徴収条例、市
町事業の場合は賦課金徴収条例、共同施行の場合は事業施
行および資金借入に関する同意書　など

申　請　時　に　必　要　な　書　類　等




